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ドライクリーニング業を営む工場の実態調査について 

 

 

昨年来、広域的にドライクリーニング業を営む複数の事業者の工場において、建築

基準法第48条の用途規制違反が発覚したことは、誠に遺憾です。 

建築基準法では、安全性の観点から、引火性溶剤を用いるドライクリーニングを営

む工場の住居系地域や商業系地域での立地を禁止しているところですが、今般、複数

の事業者の複数の工場においてこの規制に違反する実態が明らかとなったことに鑑み、

貴職におかれては、衛生主管部局とも連携を図りながら、下記によりドライクリーニ

ングを営む工場の実態把握をお願いします。 

なお、貴管内特定行政庁に対して、この旨を周知するとともに、貴都道府県におい

て貴管内特定行政庁における調査結果をとりまとめて、当職まで報告をお願いします。 

 

記 

 

１．調査対象 

ドライクリーニング業を営む工場（洗濯物の受取及び引渡のみを行う事業所（い

わゆる取次店）を除く。） 

なお、調査対象については、クリーニング業法を所管する厚生労働省健康局生活

衛生課より都道府県、政令市、特別区の衛生主管部局あてに別添のとおり通知され

ているので、当該部局（保健所）が把握している情報の活用を図られたい。 

 

２．報告事項 

別記様式のとおり。 



 

３．報告期限 

平成22年3月31日（水）時点の状況について、平成22年4月12日（月）までに下記

担当に報告すること。 

 

４．その他 

実態調査の結果、建築基準法違反が判明した場合には、是正指導を行うこと。 
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